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実証実験制度の概要実証実験制度の概要実証実験制度の概要

１．実証実験の目的１．実証実験の目的１．実証実験の目的 ・・・環境負荷の低減

（京都議定書を踏まえたＣＯ２排出量削減）

○運輸部門では２０１０年までに現行水準から年当たり約４，６００万トンのＣ
　Ｏ２排出量削減の達成が求められています。
○このため、２０１０年までに鉄道利用者を年平均０．１５％ずつ増加させてい
　くことが必要です。
○これは渋滞発生の有無とは関係なく達成すべき目標であり、本実証実験では渋
　滞の解消・緩和を要件とはしていません。

２．実証実験の内容２．実証実験の内容２．実証実験の内容

○公共交通利便性向上策の例
・鉄道・バス共用のＩＣカードシステムの導入と、同システムを活用した新タイ
　プの乗継割引運賃の設定
・鉄道・バスを利用して買い物に出かけたときの買い物割引、運賃割引等
・飛行機におけるマイレージカードのような特典制度
・家族割引、閑散時間帯割引　等

本制度は、マイカー交通からのシフトにつながるような新しいアイデアに
よる公共交通利便性向上策の実験に対して国が助成を行うものです。

３．実証実験の認定３．実証実験の認定３．実証実験の認定

○認定者：国土交通省総合政策局長

・申請のあった案件のうち、有識者懇談会の推薦を受けたものの中から、国土交通省総
　合政策局長が認定します。

○申請主体：交通事業者

・交通事業者であれば、民間企業、第３セクター、地方自治体のいずれでも対象となり
　ます。

○認定要件：自家用車からの旅客の転移により一定のＣＯ２削減効果が見
　込まれ、先進的で他地域でも応用可能なこと（有効性・先進性・展開性）

・これらの要件の有無については、申請後に有識者懇談会及び国土交通省が審査します。
・ＣＯ２削減効果の有効性については、地域の状況（自家用車の利用状況、公共交通機
　関の状況等）、実験における公共交通利便性向上策の内容等を総合的に判断します。
　なお、実験開始後に実際の増客効果を調べることが必要です。



４．補助対象経費４．補助対象経費４．補助対象経費

○基本的には実証実験の実施に要するソフト経費が補助対象です。
例）運賃割引に伴う減収相当額（ただし増客による増収分は控除）、
　　運賃表示板等の改修費、広報費、効果測定・分析等に要する経費　等

○ただし、ＩＣカードシステムの共同導入を伴う場合に限り、機器減価
　償却費も補助対象とします。
・もちろん、ＩＣカードシステムを使用しない実験についても認定の対象になりま
　す。

○補助期間は２年間を限度とします。
・例えば、平成１５年７月～平成１７年６月の実験であれば、年度は３年度にまた
　がっているものの、暦年では２年以内におさまっているので、全期間が補助期間
　となり得ます。

○他の国庫補助制度の対象となっている経費は、本制度の補助対象
　経費とはなりません。
・ただし、例えば、ＩＣカードシステムの導入費用について他の国庫補助制度を利
　用し、利便性向上のための運賃割引制度の導入による減収相当額について本制度
　の助成を受けることは可能です。

５．補助率５．補助率５．補助率

○国庫補助率１／３　（事業者負担２／３）
・地方自治体の協調補助を受けることもできます。

○ただし、実験開始後に対前年比０．１５％の増客効果を実証するこ　
　とが必要となります。

・この検証は、実験の対象となる鉄道、バスなどの路線、区間、駅などについて利
　用者数の変化を見るものであり、実験の狙いどおりに利用者が増えたことをチェッ
　クします。
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